


   私学助成の充実強化等に関する意見書 

 

 熊本県の私立学校は、各々の建学の精神に基づき時代や社会の要請に応じた特色ある教

育を展開し、我が国の公教育の発展に大きな役割を果たしている。 

 近年、急速な情報化・技術革新による社会的変化の影響により、教育の在り方も新たな

段階に直面しており、各私立学校は、国の進める教育改革に的確に対応することが求めら

れているものの、少子化等の影響もあり、その経営は極めて厳しい状況にある。 

 また、保護者の学費負担に係る公立学校との格差は、私立高等学校等就学支援金の支給

上限額の引上げ等があったものの依然として大きく、子供たちの学校選択の自由、教育の

多様性や機会均等を保障する意味でも、高等学校等就学支援金や専攻科生徒への修学支援

金などの制度の更なる充実等、私立中学・高等学校に通う生徒に対する経済的支援の拡充

強化が喫緊の課題である。 

 加えて、新型コロナウイルス感染症への対策として、私立学校が対応すべき遠隔授業の

取組み、新しい生活様式のための様々な設備対応等も重要な課題である。 

 さらには、地震等の災害発生時に地域の緊急避難場所としての役割も期待される私立学

校の非構造部材等を含めた耐震化の促進に更なる支援が必要であり、また、令和２年７月

豪雨に伴う災害により被災した生徒の就学機会の確保のため長期的な支援が必要である。 

 我が国の学校教育の将来を考えるとき、公私相まっての教育体制が維持されてこそ、健

全な発展が可能となり、個性化、多様化という新しい時代の要請にも応え得るものである。 

 よって、国におかれては、私立学校教育の重要性を認識し、教育基本法第８条の「私立

学校教育の振興」を名実ともに確立するため、現行の私学助成に係る国庫補助制度を堅持

され、より一層の充実を図られるとともに、新型コロナウイルス感染症対応に係る支援及

び学校施設の耐震化に係る支援並びに令和２年７月豪雨災害により被災した生徒に対する

支援について、長期的な視野に立った継続的取組を図られるよう強く要望する。 

 

 以上、地方自治法第 99条の規定により意見書を提出する。 
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